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｢携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在 り方に関する懇談会｣報告

書 (秦)に関し 別紙のとおり意見を提出します｡



株式会社エフエム長崎

頁 行 意見の対象となる該当箇所 意見

｢開始 5年後に 90%以上の世帯カバー率を実現する

と｣を､例えば .事業参入の隙の条件にすること等により

こ

｢地方ブロック向けデジタルラジオ放送｣は .事業採算

に困難が予想されるため､全国一律の設定ではなく

方ブロック事業者の採算性に合わせた設定の配慮を

めたい O 

性

地

求

∨-Lowは､ (中略 )受信用アンテナが長くなり､携帯電話 
V-Lowも､今後の技術革新により携帯端末での受

が可能となることを想定し､V-LOW を使用する事業

の発売端末の可能性やビジネスモデルの可能性を狭

ることにつながらないように配慮願いたい｡

信

者

め



株式会社エフエム長崎 

30貢 11行 ハ-ド事業者とソフト事業者が異なることを許容する｢ハ ソフト事業者の参入をしやすくする事から､ハード .ソフト-ド .ソフト分離｣の制度の活用を可能とすることが考えら 分離も賛同できるが､ソフト事業者にも 免許.認定制等 

る 

NHKが保有するコンテンツや技術面等のノウハウを活

用することはこの新しいマルチメディア放送の普及やこの

事業リスク(資金)軽減のためにも必要である｡特に､VH 
F帯､LOW帯を利用するために NHKが所有している設

備 (中継所､アンテナなど)等､放送法を根拠として存在
NHKの有するコンテンツや技術面等のノウハウを活用す

する公共放送事業者の財産を新しい放送に参入する民

間事業者に対し廉価･無償 (事業採算性がとれるまで)で

国民のニーズを反映した自由な事業展開を可能とするた たコンテンツが多く､アナログ放送のサイマル放送は視



株式会社エフエム長崎

意見の対象となる該当箇所

｢地方ブロック向け放送｣についての 1の技術方式の国内

規格化には賛成である｡更に､我が国においての今後の

マルチメディアの普及･発展く特に受信機普及)の為には

全国一･地方ブロックに関わらず国内規格の統一が望ま

しい｡




